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次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
平
成
二
十
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十

四
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
�

○
平
成
二
十
七
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
六

号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
�

○
平
成
二
十
八
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
十

三
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
�

○
平
成
二
十
九
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十

八
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
�

○
平
成
三
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
百
二
十

三
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
�

○
令
和
元
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
八
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
�

○
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
三
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
�

○
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
七
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
�

告

示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
海
区
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
ひ
き
縄
釣
の
制
限
…
…
…
�

○
東
京
海
区
に
お
け
る
火
光
利
用
と
び
う
お
漁
業
の
制
限
…
…
…
�

○
東
京
海
区
に
お
け
る
い
か
釣
漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
特
定
建
築
者
の
公
募
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
	

○
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
ま
ち
づ
く
り
推
進
地
区
の
指
定
…
…
…

…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課
）…



○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見
を
聴

く
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
��

雑

報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
者
の
指
定
の

廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
��

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
者
の
指
定
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
の
退
職
及
び
就
職
…
…（
同
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
三
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
東
松
本

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
山
花
い
く
お
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

山
花
い
く
お
後
援
会
の
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え

る
も
の
）
の
項
中

「

整
形
外
科
医
政
協
議
会

１,１００,０００
台
東
区

」
を

「

整
形
外
科
医
政
協
議
会

テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

１,１００,０００

６００ ,０００

台
東
区

千
代
田
区

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
山
花
い
く
お
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

山
花
い
く
お
後
援
会
の
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え



（第17243号）東 京 都 公 報令和2年12月22日（火曜日）３
る
も
の
）
の
項
中

「

テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

１００,０００
新
宿
区

」
を

「

テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

７００,０００
新
宿
区

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
山
花
い
く
お
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

山
花
い
く
お
後
援
会
の
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え

る
も
の
）
の
項
中

「

整
形
外
科
医
政
協
議
会

１,２００,０００
台
東
区

」
を

「

整
形
外
科
医
政
協
議
会

テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

１,２００,０００

６００ ,０００

台
東
区

新
宿
区

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
山
花
い
く
お
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

山
花
い
く
お
後
援
会
の
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え

る
も
の
）
の
項
中

「

整
形
外
科
医
政
協
議
会

１,２００,０００
台
東
区

」
を

「

整
形
外
科
医
政
協
議
会

テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

１,２００,０００

６００ ,０００

台
東
区

新
宿
区

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
長
島
昭
久
を
育
て
る
会
、
博
文
会
及
び
山
花
い
く
お
後
援

会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
平
成
三
十
年
東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

長
島
昭
久
を
育
て
る
会
の
部
７
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に

係
る
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

㈱
Ｋ
Ｅ
Ｎ

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ

ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

Ｊ
Ｐ

６００,０００
国
立
市

」
を

「

㈱
Ｋ
Ｅ
Ｎ

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ

ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

Ｊ
Ｐ（
名
称
）

昭
暁
会
（
２
９
．
９
．
２
５
）

６００,０００
国
立
市

に

（
支
払
者
）

（
政
治
団
体
か
ら
の
対

価
の
支
払
）

Ｔ
Ｋ
Ｃ
西
東
京
山
梨
政

経
研
究
会

（
金
額
）円

２２０,０００

（
事
務
所
の

所
在
地
）

八
王
子
市

」

改
め
る
。

博
文
会
の
部
６
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
概
要
の
項
中
「１,５１３

」
を

「５１８

」
に
改
め
る
。

山
花
い
く
お
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「２０,０３７,５９５

」

を
「２０,４３７,５９５

」
に
、
「１１,４２２,０００

」
を
「１１,８２２,０００

」
に
改

め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「１０,９２９,７６３

」
を
「１１,３２９,７６３

」

に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「１１,２８７,０００

」
を

「１１,６８７,０００

」
に
、
「５,２２０,０００

」
を
「５,６２０,０００

」
に
改
め
、

同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「８００,０００

」
を
「１,２００,０００

」
に
、

「

テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

１００,０００
新
宿
区

」
を

「

テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

７００,０００
新
宿
区

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党

東
京
都
第
十
三
選
挙
区
支
部
、
信
政
会
、
博
文
会
及
び
山
花
い
く
お

後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
元
年

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
訂
正
す
る
。
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令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
の
部
６
特
定
パ
ー
テ
ィ

ー
の
概
要
の
項
中
「６４６

」
を
「３４８

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
三
選
挙
区
支
部
の
部
７
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

製
薬
産
業
政
治
連
盟

４００,０００
中
央
区

」
を

「

製
薬
産
業
政
治
連
盟

（
名
称
）

鴨
下
一
郎
新
春
賀
詞
交

歓
会

（
支
払
者
）

（
政
治
団
体
か
ら
の
対

価
の
支
払
）

日
本
医
師
連
盟

４００,０００

（
金
額
）円

３００,０００

中
央
区

（
事
務
所
の

所
在
地
）

文
京
区

」
に

改
め
る
。

信
政
会
の
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「１２,８９９,６７６

」
を

「８,３１９,６７６

」
に
、
「２,３００,０００

」
を
「６,８８０,０００

」
に
改
め
、
同

部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「８
,７００

,０００

」
を
「４

,１２０
,０００

」
に
、
「２

,３００
,０００

」
を

「６,８８０,０００

」
に
改
め
る
。

博
文
会
の
部
６
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
概
要
の
項
中
「１,３５３

」
を

「５０９

」
に
改
め
る
。

山
花
い
く
お
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「１３,４６３,７６３

」

を
「１３,８６３,７６３

」
に
、
「１０,９２９,７６３

」
を
「１１,３２９,７６３

」
に
改

め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「５,３０４,７１２

」
を
「５,７０４,７１２

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
四
十
支
部
か
ら
訂
正
の
報

告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政

治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
四
十
支
部
の
部
３
本
年
収
入
の
内

訳
の
項
中
「５５７
,５０６

」
を
「５１７

,５０６

」
に
、
「９０

,０００

」
を

「５０,０００

」
に
、
「３００,０００

」
を
「３４０,０００

」
に
、

「

自
由
民
主
党
大
田
総
支
部

２００,０００

」
を

「

自
由
民
主
党
大
田
総
支
部

自
由
民
主
党
東
京
都
第
四
選
挙
区
支

部自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
十
五

支
部

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙
区

第
三
支
部

自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
二
十

七
支
部

２００,０００

１０,０００

１０,０００

１０,０００

１０,０００

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
九
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
八
選
挙
区
支

部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
四
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
参
議
院
選
挙
区
第
四
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
中
野
区
第
十

四
支
部
、
自
由
民
主
党
北
区
総
支
部
、
自
由
民
主
党
板
橋
総
支
部
、

長
島
昭
久
を
育
て
る
会
、
博
文
会
、
山
花
い
く
お
後
援
会
、
都
民
フ

ァ
ー
ス
ト
の
会
森
村
た
か
ゆ
き
後
援
会
及
び
井
上
信
治
後
援
会
か
ら

訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
二
年
東
京
都
選
挙

管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す

る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
九
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「４４
,６０９
,８２６

」
を
「４５

,５０９
,８２６

」
に
、
「４１

,３５０
,０００

」
を

「４２,２５０,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「４３,９３８,４４３

」
を
「４４,８３８,４４３

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「１０

,９５０
,０００

」
を
「１１

,８５０
,０００

」
に
、

「５,５００,０００

」
を
「６,４００,０００

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の

項
中
「１６

,２１０
,５８６

」
を
「１７

,１１０
,５８６

」
に
、
「３

,５００
,０００

」
を

「４,４００,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「４,５００,０００

」
を
「５,４００,０００

」
に
改
め
、
同

部
６
資
産
の
内
訳
の
項
中
「２７,６００,０００

」
を
「２６,７００,０００

」
に
改

め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
の
部
６
特
定
パ
ー
テ
ィ

ー
の
概
要
の
項
中
「８９５

」
を
「６４３

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
八
選
挙
区
支
部
（
長
島

昭
久
）
の
部

２
支
出
総
額
の
項
中
「１,８４０,８４７

」
を
「１,８４１,２４７

」
に
、

「７,３８１,１５３

」
を
「７,３８０,７５３

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の

項
中
「３８１,８０８

」
を
「３８２,２０８

」
に
、
「６４,２９７

」
を
「６４,６９７

」
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に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
四
選
挙
区
支
部
の
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「２８

,０２３
,８９２

」
を
「２７

,９２３
,８９２

」
に
、

「８
,４７７
,８９２

」
を
「８

,３７７
,８９２

」
に
、
「１３

,０００
,０００

」
を

「１３,１００,０００

」
に
、

「

自
由
民
主
党

１３,０００,０００

」
を

「

自
由
民
主
党

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙
区

第
二
支
部

１３,０００,０００

１００ ,０００

」
に

改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項

中「

安
部

宏
美

中
川

雅
治

６２,０００

１００ ,０００

府
中
市

港
区

」
を

「

安
部

宏
美

６２,０００
府
中
市

」
に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙
区
第
四
支
部
の
部
３
本
年
収
入

の
内
訳
の
項
中
「３９

,０３１
,６５３

」
を
「３９
,１３１
,６５３

」
に
、

「２０
,０５１
,６５３

」
を
「２０

,１５１
,６５３

」
に
、
「２６

,６６５
,０００

」
を

「２６,５６５,０００

」
に
改
め
、

「

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙
区

第
五
支
部

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区

支
部

５０,０００

１００,０００

」
を

「

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙
区

第
五
支
部

５０,０００

」
に

改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項

中「

藤
居

秀
三

２００,０００
豊
島
区

」
を

「

藤
居

秀
三

２００,０００
豊
島
区

に

下
村

博
文

１００,０００
板
橋
区

」

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
中
野
区
第
十
四
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「１,０３２,４００

」
を
「１,１４２,４００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の

項
中
「１,０３２,４００

」
を
「１,１４２,４００

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入

の
内
訳
の
項
中

「

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交

付
金
に
係
る
収
入

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙

区
第
二
支
部

１,０００,０００

１,０００,０００

」
を

「

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交

付
金
に
係
る
収
入

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙

区
第
二
支
部

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙

区
第
三
支
部

１,１１０,０００

１,０００,０００

１１０,０００

」
に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
北
区
総
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１９
,５９５
,８８３

」
を
「１９

,６０５
,８８３

」
に
、
「８

,７４３
,１８２

」
を

「８,７５３,１８２

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「１１,９３９,４４０

」
を
「１１,９４９,４４０

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中

「

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交

付
金
に
係
る
収
入

自
由
民
主
党
東
京
都
支
部
連
合
会

６５０,０００

６５０,０００

」
を

「

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交

付
金
に
係
る
収
入

自
由
民
主
党
東
京
都
支
部
連
合
会

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙

区
第
三
支
部

６６０,０００

６５０,０００

１０,０００
」

に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
板
橋
総
支
部
の
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「１,０１０,０００

」
を
「１,０００,０００

」
に
、
「３０,０００

」
を
「２０,０００

」

に
、
「７,７５０,０００

」
を
「７,７６０,０００

」
に
、

「

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区

支
部

７,１００,０００

」
を

「

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区

支
部

自
由
民
主
党
東
京
都
参
議
院
選
挙
区

第
三
支
部

７,１００,０００

１０ ,０００

」
に

改
め
る
。

長
島
昭
久
を
育
て
る
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「９１
,４８１
,３６２

」
を
「９２

,３０３
,３６２

」
に
、
「４４

,６２３
,８０１

」
を

「４５,４４５,８０１

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「４０,２１５,１５４

」
を
「４１,０３７,１５４

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「２４３

,８０１

」
を
「１

,０６５
,８０１

」
に
、
「３３

,２０１

」
を

「８５,２０１

」
に
、
「２１０,６００

」
を
「９８０,６００

」
に
、

「

宣
伝
カ
ー
リ
ー
ス
代

１１０,６００

」
を

「

宣
伝
カ
ー
リ
ー
ス
代

金
銭
以
外
の
も
の
に
よ
る
寄
附
相
当
分

１１０,６００

７７０,０００

」
に

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「１３,２９６,３６６

」
を

「１４,１１８,３６６

」
に
、
「６２３,４７３

」
を
「１,４４５,４７３

」
に
改
め
る
。

博
文
会
の
部
６
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
概
要
の
項
中
「１,３８５

」
を

「４７０

」
に
改
め
る
。

山
花
い
く
お
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「８,１０７,２１２

」
を

「８,５０７,２１２

」
に
、
「５,３０４,７１２

」
を
「５,７０４,７１２

」
に
改
め
、
同

部
２
支
出
総
額
の
項
中
「３９５,８７９

」
を
「７９５,８７９

」
に
改
め
る
。

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
森
村
た
か
ゆ
き
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額

の
項
中
「８,６１２

,２６４

」
を
「８

,４３２
,２６４

」
に
、
「８

,１８０
,０００

」
を
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「８,０００,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「２３４,８０２

」

を
「５４,８０２

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「８,１８０,０００

」
を
「８,０００,０００

」
に
、

「

個
人
か
ら
の
寄
附

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

８,０００,０００

１８０,０００

」
を

「

個
人
か
ら
の
寄
附

８,０００,０００

」
に

改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項

中「

森
村

隆
行

（
政
治
団
体
か
ら
の
寄

附
）

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会

８,０００,０００

（
金
額
）円

１８０,０００

青
梅
市

（
事
務
所
の

所
在
地
）

新
宿
区

」
を

「

森
村

隆
行

８,０００,０００
青
梅
市

」
に

改
め
る
。

井
上
信
治
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「１,５４９,３１３
」
を

「１,８６１,２９７

」
に
、
「２００,０１１

」
を
「５１１,９９５

」
に
改
め
、
同
部

２
支
出
総
額
の
項
中
「１,４４１,０６７

」
を
「１,７５３,０５１

」
に
改
め
、
同

部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

そ
の
他
の
収
入

１
件

１
０
万
円
未
満
の
も
の

１１１１

」
を

「

そ
の
他
の
収
入

１
件

１
０
万
円
未
満
の
も
の

１
件

１
０
万
円
以
上
の
も
の

レ
タ
ッ
ク
ス
料
金
立
替
分
入
金

３１１,９９５１１

３１１,９８４

３１１,９８４

」
に

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「１,４３９,１０５

」
を

「１,７５１,０８９

」
に
、

「

宣
伝
事
業
費

３１８,１４４

」
を

「

宣
伝
事
業
費

３１８,１４４

に

そ
の
他
の
経
費

３１１,９８４

」

改
め
る
。

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
一
号

東
京
海
区
に
お
け
る
ひ
き
縄
釣
（
釣
糸
及
び
釣
針
を
有
す
る
漁
具

を
、
船
舶
を
使
用
し
て
ひ
き
ま
わ
し
て
行
う
釣
漁
法
を
い
う
。
以
下

「
こ
の
漁
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
水
産
動
物
の
採
捕
に
つ
い
て
、

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
採
捕
の
承
認
）

一

こ
の
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
東

京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈠

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
場
合
又
は
漁
業
従
事
者

が
漁
業
者
の
た
め
に
従
事
し
て
行
う
場
合

㈡

試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
に
行
う
場
合

（
承
認
基
準
）

二

承
認
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
イ
ベ
ン
ト
に
つ

い
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

㈠

こ
の
漁
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養

及
び
漁
業
調
整
上
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

㈡

地
元
団
体
が
主
催
又
は
共
催
等
し
て
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で

あ
っ
て
、
実
施
及
び
開
催
期
間
に
つ
い
て
、
開
催
根
拠
地
と
な

る
漁
業
協
同
組
合
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

㈢

東
京
都
に
所
在
す
る
漁
港
等
を
根
拠
地
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
㈣

こ
の
漁
法
を
行
う
予
定
海
域
の
関
係
漁
業
協
同
組
合
の
同
意

を
得
て
い
る
こ
と
。

㈤

主
催
者
等
が
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
に
際
し
て
、
法
令
等
の
遵
守

に
係
る
誓
約
を
行
う
こ
と
。

（
採
捕
の
禁
止
）

三

採
捕
の
承
認
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
に
掲
げ
る
区
域

及
び
期
間
は
、
こ
の
漁
法
に
よ
る
水
産
動
物
の
採
捕
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。

㈠

東
京
都
内
湾
海
域
は
、
周
年
禁
止
と
す
る
。

㈡

東
京
都
内
湾
海
域
を
除
く
東
京
海
区
（
い
ず
れ
も
属
島
及
び

礁
を
含
む
。
）
の
各
島
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
千
メ
ー
ト

ル
以
内
の
海
域

㈢

令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
及
び
令
和

四
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
た
だ
し
、
三
宅
島

周
辺
海
域
に
あ
っ
て
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
及
び
八
丈
島
周
辺
海
域
に
あ
っ
て
は
、
同
年
二

月
一
日
か
ら
同
年
四
月
三
十
日
ま
で
）
の
期
間

（
取
扱
要
領
）

四

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
に
関
す
る
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

五

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
四

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
二
号

東
京
海
区
（
東
京
都
内
湾
海
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
火
光
利
用

と
び
う
お
漁
業
（
集
魚
灯
を
使
用
し
、
船
舶
付
近
に
集
ま
る
と
び
う

お
を
た
も
網
又
は
敷
網
に
よ
り
漁
獲
す
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
「
こ

の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

㈡

い
せ
え
び
刺
し
網
漁
業
又
は
た
か
べ
刺
し
網
漁
業
で
使
用
す

る
漁
具
及
び
こ
れ
ら
の
漁
業
の
操
業
船
舶
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

以
内
で
行
う
操
業

㈢

電
球
の
総
設
備
容
量
が
、
七
千
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
集
魚
灯
を

使
用
す
る
操
業

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
三
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
、

こ
の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
東
京
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

対
象
船
舶

東
京
都
の
各
支
庁
に
備
え
付
け
る
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
も
の
と
す
る
。

㈡

承
認
書
の
備
付
け

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈢

操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
三

年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績

報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

三

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
三
号

東
京
海
区
（
東
京
都
内
湾
海
域
及
び
小
笠
原
海
域
を
除
く
。
）
に

お
け
る
い
か
釣
漁
業
（
あ
お
り
い
か
を
除
く
。
以
下
「
こ
の
漁
業
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六

十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指

示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

㈡

ア
ン
カ
ー
（
シ
ー
ア
ン
カ
ー
を
含
む
。
）
等
で
船
舶
（
船
外

機
船
を
除
く
。
）
を
固
定
し
て
行
う
操
業

㈢

敷
設
さ
れ
て
い
る
定
置
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
で
行

う
操
業

㈣

電
球
の
総
設
備
容
量
が
、
七
千
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
集
魚
灯
を

使
用
す
る
操
業

㈤

令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の

操
業
（
大
島
陸
岸
か
ら
三
海
里
以
内
の
海
域
に
お
け
る
総
ト
ン

数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
の
操
業
を
除
く
。
）

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
こ

の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
、
船
舶
ご
と

に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

承
認
隻
数

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
百
六
十
五

隻
と
し
、
都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
京
都

二
百
隻

神
奈
川
県

三
十
隻

千
葉
県

二
十
五
隻

静
岡
県

九
十
隻

そ
の
他
の
県

二
十
隻

㈡

承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
、
使
用
す
る

船
舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
す
る
と
と

も
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈢

操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
三

年
十
月
二
十
九
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績

報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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㈣

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

三

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
四

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

特
定
建
築
者
の
公
募
に
つ
い
て

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業

施
行
規
程
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
第
十
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
程
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係

る
特
定
建
築
者
の
公
募
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再

開
発
事
業

施
行
者

東
京
都

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
募
に
よ
り
特
定
建
築
者
に
施
設
建
築
物
の
建
築
を
行
わ
せ
る

こ
と
と
な
る
土
地
の
存
す
る
地
域
の
名
称
、
面
積
、
用
途
の
制
限

及
び
価
格
に
関
す
る
事
項

㈠

地
域
の
名
称

港
区
高
輪
二
丁
目
八
十
一
番
一
ほ
か

㈡

面
積

八
、
四
八
五
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

㈢

用
途
の
制
限

住
宅
、
事
務
所
、
店
舗
、
子
育
て
支
援
施
設
、
地
下
鉄
駅
施

設
及
び
駐
車
場

㈣

特
定
建
築
者
の
取
得
す
る
保
留
床
部
分
に
相
当
す
る
敷
地
の

共
有
持
分
予
定
価
格

二
〇
、
九
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二

公
募
に
よ
り
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
必
要
な

資
格
に
関
す
る
事
項

特
定
建
築
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
全
て
の
要
件
を
備

え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

特
定
施
設
建
築
物
を
建
築
す
る
の
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈡

特
定
施
設
建
築
物
の
保
留
床
部
分
に
相
当
す
る
敷
地
の
共
有

持
分
の
譲
渡
に
伴
う
対
価
の
支
払
能
力
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈢

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

㈣

次
の
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
で
あ

る
場
合

イ

国
税
、
地
方
税
そ
の
他
公
租
公
課
に
つ
い
て
滞
納
処
分
を

受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合

ウ

破
産
、
民
事
再
生
、
会
社
更
生
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

手
続
に
つ
い
て
、
開
始
の
申
立
て
を
受
け
、
又
は
申
立
て
を

し
た
者
で
あ
る
場
合

エ

東
京
都
か
ら
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
場
合

オ

無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
八
条
第
二
項

第
一
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
て
い
る
団
体
及
び
そ
の
役
職

員
又
は
構
成
員
で
あ
る
場
合

カ

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
条
例

第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
及
び
同

条
第
四
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
関
係
者
で
あ
る
場
合

キ

オ
若
し
く
は
カ
に
規
定
す
る
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
又

は
オ
若
し
く
は
カ
に
規
定
す
る
者
の
関
係
団
体
及
び
そ
の
役

職
員
又
は
構
成
員
で
あ
る
場
合

ク

東
京
都
契
約
関
係
暴
力
団
等
対
策
措
置
要
綱
（
昭
和
六
十

二
年
一
月
十
四
日
付
六
十
一
財
経
庶
第
九
百
二
十
二
号
）
第

五
条
第
一
項
に
基
づ
く
排
除
措
置
期
間
中
で
あ
る
場
合

三

譲
渡
契
約
の
契
約
条
項
を
掲
示
す
る
場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
（
東
京
都
庁
第

二
本
庁
舎
十
一
階
）

四

申
込
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

㈠

提
出
場
所
（
提
出
は
、
郵
送
等
に
よ
り
受
け
付
け
る
。
）

郵
便
番
号

一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課

㈡

提
出
期
限

ア

応
募
参
加
希
望
表
明
書

令
和
三
年
一
月
十
二
日
午
後
五
時
（
必
着
）

イ

特
定
建
築
者
申
込
書

令
和
三
年
三
月
五
日
午
後
五
時
（
必
着
）

五

募
集
要
領
の
配
布
等

東
京
都
都
市
整
備
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。
郵
送
を
希

望
す
る
者
は
、
問
合
せ
先
に
連
絡
す
る
こ
と
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.toshiseibi.m

etro.tokyo.lg.jp
／bosai／
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六

募
集
要
領
等
に
関
す
る
問
合
せ
先

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
保
留
床
・
敷
地

処
分
担
当

電
話
番
号

〇
三
（
五
三
二
〇
）
五
四
六
二
・
五
四
六
三

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
ま
ち
づ
く
り
推
進
地
区
の
指
定
に

つ
い
て

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
ま
ち
づ
く
り
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
日
付
二
十
八
都
市
住
マ
第
三
百
二
十
二
号
）
第
三

三

の
規
定
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
ま
ち
づ
く
り
推
進
地
区
（
以
下

「
地
区
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
の
で
、
第
三

四
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

地
区
の
名
称
、
位
置
、
区
域
及
び
面
積

中
野
四
丁
目
地
区

中
野
区
中
野
四
丁
目
、
新
井
二
丁
目
及
び
野
方
一
丁
目
各
地
内

（
別
図
の
と
お
り
）

約
三
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

指
定
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日
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東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見

を
聴
く
会
の
開
催
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
新
宿

駅
西
口
地
区
開
発
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見
解
書
の

内
容
に
つ
い
て
都
民
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
次
の
と
お
り
都
民
の
意

見
を
聴
く
会
を
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
開
始

二

場
所

新
宿
区
立
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー

二
階

研
修
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
十
一
番
四
号
（
新
宿
中
央
公
園
内
）

三

公
述
申
出
の
方
法
等

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
公
述
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
こ
と
を
記
載
し
た
公
述
申
出
書
を
令
和
三
年
一
月
五
日
（
火

曜
日
）
ま
で
に
公
述
申
出
先
へ
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る

こ
と
。

㈠

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都

の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
都

民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
、
住
所
及
び
役
職
名
）
並

び
に
連
絡
先
（
自
宅
又
は
勤
務
先
等
）
の
電
話
番
号

㈡

対
象
事
業
の
名
称

㈢

公
述
し
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
（
八
百
字
以
内
）

四

公
述
申
出
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
九
階

五

公
述
人
の
選
定

㈠

公
述
人
の
数
は
、
二
十
五
人
程
度
と
す
る
。

㈡

公
述
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
抽
せ
ん

に
よ
り
公
述
人
を
選
定
す
る
。

㈢

公
述
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
申
出
人
に
通
知
す
る
。

六

公
述
の
範
囲
及
び
公
述
時
間

㈠

公
述
人
は
、
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見
解
書
の
内
容
に
つ

い
て
、
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す

る
。

㈡

一
人
当
た
り
の
公
述
時
間
は
十
五
分
以
内
と
す
る
。

七

傍
聴
の
方
法

傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
携

帯
し
て
会
場
へ
入
場
す
る
こ
と
。

な
お
、
傍
聴
券
は
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
当
日
、
午
後
一

時
か
ら
会
場
入
口
に
お
い
て
先
着
順
に
交
付
す
る
。

八

注
意
事
項

公
述
の
申
出
が
な
い
場
合
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
は
開
催
し

な
い
。

九

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当

電
話
番
号
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
四
五
三
（
直
通
）

雑

報

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
四
号

令
和
二
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
三
号
に
よ
り
告
示
し
た

東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
者
の
指
定
は
、
令
和
二

年
十
一
月
三
十
日
を
も
っ
て
廃
止
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
五
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日

付
け
で
、
東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
の
職
務
代
理
を
行
う
者
と

し
て
、
理
事
矢
田
部
裕
文
を
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
の
退
職
及
び
就
職
に

つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
役
員
に
次
の
と
お
り
退
職
及
び
就
職
が

あ
っ
た
の
で
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

一

退
職
役
員

役
職
名

氏

名

所

属

退
職
年
月
日

理
事
長

多
羅
尾
光
睦

東
京
都
副
知
事

令
和
二
年
十
一
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月
三
十
日

理
事

矢
田
部
裕
文

東
京
都
職
員
共
済
組

合
事
務
局
長

同
日

同
右

山
手

斉

東
京
都
総
務
局
長

同
日

同
右

橋
本

正
彦

板
橋
区
副
区
長

同
日

同
右

鎌
滝

裕
輝

東
京
都
環
境
局
環
境

改
善
部
自
動
車
環
境

課

同
日

同
右

吉
川

貴
夫

目
黒
区
区
民
生
活
部

国
保
年
金
課
（
退
職

時
）

同
日

同
右

福
田

智

東
京
都
交
通
局
自
動

車
部
江
東
自
動
車
営

業
所

同
日

同
右

諸
隈

信
行

東
京
都
水
道
局
南
部

支
所
庶
務
課
（
退
職

時
）

同
日

監
事

志
賀

德
壽

特
別
区
人
事
・
厚
生

事
務
組
合
副
管
理
者

同
日

同
右

小
宮
山

勉

港
区
芝
浦
港
南
地
区

総
合
支
所
区
民
課

（
退
職
時
）

同
日

同
右

武
藤

弘
道

前
水
道
局
北
部
第
二

支
所
（
学
識
経
験

者
）

令
和
二
年
十
二

月
十
四
日

二

就
職
役
員

役
職
名

氏

名

所

属

就
職
年
月
日

理
事
長

多
羅
尾
光
睦

東
京
都
副
知
事

令
和
二
年
十
二

月
一
日

理
事

矢
田
部
裕
文

東
京
都
職
員
共
済
組

合
事
務
局
長

同
日

同
右

山
手

斉

東
京
都
総
務
局
長

同
日

同
右

橋
本

正
彦

板
橋
区
副
区
長

同
日

同
右

鎌
滝

裕
輝

東
京
都
環
境
局
環
境

改
善
部
自
動
車
環
境

課

同
日

同
右

吉
川

貴
夫

目
黒
区
区
民
生
活
部

国
保
年
金
課
（
退
職

時
）

同
日

同
右

見
城

史
浩

東
京
都
交
通
局
車
両

電
気
部
大
島
車
両
検

修
場

同
日

同
右

諸
隈

信
行

東
京
都
水
道
局
南
部

支
所
庶
務
課
（
退
職

時
）

同
日

監
事

志
賀

德
壽

特
別
区
人
事
・
厚
生

事
務
組
合
副
管
理
者

同
日

同
右

小
宮
山

勉

港
区
芝
浦
港
南
地
区

総
合
支
所
区
民
課

（
退
職
時
）

同
日

同
右

武
藤

弘
道

前
水
道
局
北
部
第
二

支
所
（
学
識
経
験

者
）

令
和
二
年
十
二

月
十
五
日
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